
質問　流出額が拡大しているが対策と見解は？�
答弁　今後も増加が見込まれ、財政への影響が懸念されるため、引
き続き、制度本来の趣旨に沿った見直しについて、国に対し要請す
る。影響を少しでも抑えるため、ポータルサイトの拡充や稼げる返
礼品の充実などの取組を積極的に進めてきた結果、寄附受入額は

過去最大の26億円と
なった今後も受入の拡
大に向け取り組んでい
く。

ふるさと納税について代表
質問

質問　なぜ一部負担金を廃止するのか?�
答弁　近隣自治体では、負担金なしでの助成が標準的な水準であり、
均衡を図る観点から廃止するものとした。
質問　制度の開始時期を早くすべきとの意見もあるが、来年9月か
らにした理由は?�
答弁　昨今のシステム改修に係る事情や現在交付している医療証の
有効期限等を考慮した結果、令和8年9月からの実施が適切である
と考える。
質問　拡充に伴う本市の影響額算出の根拠は?�
答弁　本制度の令和5年度以降の助成実績を基に、子どもが医療機

小児医療助成制度拡充について代表
質問
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9月1日から10月10日まで「令和7年第33回川崎市議会定例会」が開催されました。9月10日に
行われた、自民党代表質問では加藤議員が登壇し、令和6年度財政運営の評価に関する見解をはじめ、
小児医療助成制度拡充、等々力緑地再編整備事業の取組など、様々な分野において質問が行われまし
た。一部抜粋してお届けします。

ふるさと納税による市税の減収額は、過去最大の138億円となっ
た。

令和6年度 寄附受入額拡大に向けた取組
1 ふるさと納税ポータルサイトの拡充

令和5年度まで 3サイト → 令和6年度 14サイト令和5年度まで 3サイト → 令和6年度 14サイト
いわゆる4大サイト（ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるな
び、さとふる）を取り揃えたほか、現地決済型などを導入

2 返礼品の充実
令和6年4月 400品 → 令和7年3月 約850品 1年で倍増!!令和6年4月 400品 → 令和7年3月 約850品 1年で倍増!!
上記1、2により、トイレットペーパー、洗剤などの日用品や電化製品
を返礼品として希望する方が増え、寄附受入額の増加につながった。

ふるさと納税特設サイト

令和６年度ふるさと納税寄附受入額は約26億円（過去最大）。一方で、ふるさと納税の寄附
による市税減収額も前年度と比較して約15億円増の約138億円となり、寄附受入額から流
出額を差し引いたマイナスは過去最大の112億円で、令和5年度と比較し、約5億円拡大した。

特設サイト
はこちら

（市HPより）

2022年には、中学3年生までの小児医療拡充の要望書提出しました

スケジュール（文教委員会資料より）

市長は8月25日の定例会見で、来年9月から小児医療費助成制度
の対象を18歳まで引き上げると明言し、一部負担金も求めない
こととした。



関を受診する割合や世代別の1人当たりの医療費に係る国の調査結
果を勘案し算出した。
質問　現状、県単独の補助金が中学校卒業まで対象としているが、
対象拡大を県に求めることも必要では?�
答弁　県の補助金については、令和5年度に対象年齢が中学3年生
まで拡大され、昨年度、政令市への補助率が是正されていることか
ら、今後については、拡充後の状況や県内市町村の実施状況を踏ま
え、関係部局と調整し、適切に対応していく。

質問　持続可能な取組みを
第一に考えると、施設整備
を前提にした検討を進める
べきではないか?�
答弁　令和4年度に、敷地
の一部が土砂災害特別警戒
区域等に指定されている
事、バス運転手の不足によ
り、一部の学校が、日程や
実施場所を変更して実施し
た結果等を踏まえ、現地で
の再編整備等については、
長期的な安全生の確保やコスト比較の観点から、一旦検討を凍結し、
他施設の活用を前提に検討を進めることとした。
質問　富士見町から提案された候補地での施設整備を行った場合、
整備概要･費用･工期は?�
答弁　現在凍結中の移転整備案につきましては、宿泊棟、体育館の
ほか、野外炊飯場やバーベキュー場等の野外活動エリアを新設する
案となっており、概算工事費の試算としては、令和6年10月時点
で約68億円と算出されている。さらに土地取得や既存の宿泊施設
等の解体に係る経費も想定される。工期は、土地取得後5年を見込
んでいる。
質問　他施設を利用した場合、保護者の費用負担はどのよう変わる
のか？増加分を市が補填する考えはあるのか?�
答弁　施設や実施内容により異なるものの、春の実施では食事代や
保険料に係る費用として百円から4千円程度、冬の実施では食事代
や保険料及びスキーに係る費用として2千円から1万円程度の増と
なっている。保護者負担に対する補填については、児童生徒に直接
還元される性格を有することから、原則として、保護者に負担をお
願いすべきものと考えている。
質問　これまで築き上げてきた富士見町との関係をどのように考え
発展させていくのか？�

八ヶ岳少年自然の家の老朽化に伴う今後の方針について代表
質問

答弁　友好協定書にうたわれている「信頼と友好」を基盤とする継
続した交流が重要であると考える。周年事業の開催やかわさき市
民祭りへの出展、富士見パノラマ2大リゾート無料キャンペーンの
PR等を通じて、双方のイメージアップや文化芸術、人材等の相互
交流を図るとともに、「ふれあいサマーキャンプ」を通じた交流な
どに取り組んできた。引き続き、それぞれの地域特生を生かした効
果的な交流を推進していく。

質問　入札の参加条件について業界団体などからヒアリングを行っ
たことはあるか?�
答弁　市内中小事業者の受注機会の確保や健全な育成は重要と認識
しており、入札制度の改正など、品質の確保とともに専門業者の育
成等に努めてきた。こうした制度の見直しにあたっては、市内業界
団体等からの要請に応じて適宜ヒアリングの場を設定するととも
に、意見を伺い、状況の把握に努めている。
質問　現在試行実施している「変動型最低制限価格制度」について、
今後の見通しは？�
答弁　令和6年度に行った市内事業者へのアンケートの結果にお
いては、本制度の今後の運用について、「より拡大。改善して実施
すべき」又は「現状の試行を継続すべき」とした回答は合わせて
36%、「廃止すべき」は22%だった。本制度に関する意見としては、
入札参加者が多いことに対する受注機会の減少を懸念する声があっ
た。これを踏まえて、令和7年度からは、本社所在地を入札参加資
格とする南北入札や、主観評価項目制度を活用したインセンティブ
発注の併用により試行内容を拡充し、市内事業者の受注機会の確保
に取り組んでいる。

質問　電子入札について、開始時間を早める事への見解は？�
答弁　市職員が利用する総合財務会計システムとの間で各契約に関
する情報をデータ連携することで効率的に運用しており、その処理
のためには一定時間システムを停止する必要があることから、利用
時間を午前8時から午後8時としている。現在、電子入札システム
を含む総合財務会
計システムを再構
築し、令和9年度
中の稼働に向けて
検討を進めてい
る。システム利用
時間等の運用につ
きましても、合わ
せて検討していき
たい。

質問　高齢者とペットの問題に対する見解は?�
答弁　高齢者のペットの飼養状況について問題が生じた際は、ケア
マネジャー等が早期に適切な相談先に繋げられるよう、川崎市介護
支援専門員連絡会等と協議していく。また、ボランティア団体をは
じめとした関係機関等と課題や相談先の共有を図り、早期の対応に
繋がるよう取り組んでいきたい。

受注機会の増大について代表
質問

高齢者とペットの問題について代表
質問

令和6年度 川崎市入札契約制度アンケート集計結果より

交流の一環として「富士見パノラマリゾート」と「富士見
高原リゾート」が川崎市・多摩市・静岡県民を対象に無料
で利用できるキャンペーンを実施（市HPより）

内容はこちら

本市の入札案件では、競争性の担保を妨げる可能性がないような
案件においても、制限を緩め、市内の中小企業専門事業者による
受注が妨げられている事例が見られる。

用語解説
入札後、実際の入札価格を基に最低制限価格を算出する制度。これ
により市場の実勢価格を反映させ、低すぎる入札による工事の品質
低下を防ぎ、自由競争を促進して、公正な入札･契約を目的としている。

変動型最低制限価格制度 とは

高齢者が入院･施設入所･死亡した際に、飼育していたペットの行
き場がなく、部屋に取り残されるケースが発生している。特に独
居や低所得の高齢者の場合、行政と本人との接点が少ないことか
ら、地域包括センターやケアマネージャーが対応に苦慮し、最終
的にボランティア団体に頼らざるを得ない状況も発生している。

川崎市八ヶ岳少年自然の家HPより　昭和52年開設
以来、延べ80万人の子ども達が利用してきた

現在、教育委員会は、少年自然の家の老朽化の進行や、土砂災害警
戒区域に指定されていることも踏まえ、施設の今後の方向性について、
「現地での再編整備」「富士見町内での移転整備」「他施設の活用」と
いう3つの案の中で、再編整備の検討については一旦凍結し、「他施
設の活用」、いわゆる「選べるチョイス」を軸に、小中全170校の自
然教室が実施できるよう段階的に推進していく方向性を示している。



答弁　現とどろきアリーナを既存活用した場合、プールを別棟で整
備する必要があるとともに、既存アリーナでは予定していた興行利
用ができず、当初想定されていた事業収支が成り立たないことから、
事業スキームに影響するものと考えている。このことを踏まえ、今
後、とどろきアリーナの建替えと既存活用における整備費などの比
較検討を行っていきたい。
質問　「新陸上競技場」を現状のサブトラックを改修する程度に留
めた場合、どの程度事業費を削減できるのか？競技等に与える影響
は?�
答弁　既存のトラックを活用した場合、約29億円の増額が不要と
なるが、この場合、高等学校以上の陸上大会は開催できないと関係
団体から伺っている。
質問　オープンハウス型説明会の参加状況･質問内容は?�
答弁　8月 29 日と30日に行ったオープンハウス型事業説明会で
は、2日間の合計で291名の、子育て世代を含む地域の皆様や、施
設利用団体など、幅広い方々に御来場いただいた。質問内容は、新
たに整備する広場や樹林地などに関するものがあり、今回、見直し
た整備計画について、「良くなった」、「頑張って進めてほしい」、「一
緒に参加したい」等の好意的な声を多くいただいた。
質問　再編整備については市民の理解と協力が求められるが、これ
までの取り組みは？また、クラウドファンディングなどについても
積極的に取り組むべきだが見解は?�
答弁　協働の取組については、これまで、等々力緑地において、近
隣保育園と連携した
さつまいもの育成･
収穫体験や周辺町会
との花壇整備、美化
活動等を進めてき
た。再編蒲について
は、更なる気運の醸
成を図ることが重要
と考えており、今後
は市民による植樹や
クラウドファンディ
ングなど多様な市民
参加の手法について
検討していく。

質問　市営住宅ではペット飼育は禁止されている。違反があった場
合の対応は？�また飼育の実態把握については?�
答弁　苦情や通報を受けた場合には、市営住宅の管理代行者である
川崎市住宅供給公社の職員が、ペットを飼育している入居者宅を個
別訪問し、事実を確認するとともに、ぺットを親族等に預けるなど
の是正指導等を行っている。飼育の実態把握等については、現地調
査や近隣の聞き取り等を実施していく。
質問　過去に「ペット共生型住宅」の導入が検討されたが、現時点
での見解は?�
答弁　他の自治体で実施していたモデル事業において、入居者の
ルールやマナーなどの課題により本格導入を見送ったことや、動物
アレルギーを持つ方の居住、鳴き声や臭いによる居住者間のトラブ
ルなどが懸念されることから、様々な課題があると認識している。

質問　これまで頂いた主な意見･要望の内容は?�
答弁　球技専用スタジアムや(新)とどろきアリーナなど、新たに
整備する施設への期待や、カフェなどの飲食施設やトイレの充実の
他、「子どもの遊び場を増やしてほしい」、「立体駐車場は圧迫感が
ある」、「緑を残してほしい」などの声をいただいた。
質問　建設費が高騰している中、既存アリーナを再利用することに
よる事業費軽減との関係に関する見解は?�

等々力緑地再編整備事業の取組状況について代表
質問

再編整備にあたり、「目指すべき将来像」の実現に向けて事業者
と連携を図りつつ、市民･関係団体等との意見交換を進めながら、
適宜オープンハウス型説明会を開催し、意見･要望等への対応と
検討を実施して来た。

（市HPより）高齢者のみならず、不測の事態に備えた適正飼養について普及啓蒙を進めていく

再編整備スケジュール（オープンハウス資料より）（新）とどろきアリーナ（イメージ）（オープンハウス説明資料より）

（新）陸上競技場（イメージ）（オープンハウス説明資料より）

等々力緑地にて

（市HPより）



質問　今回の購入により、どの程度の人数と日数をカバーできるの
か?�
答弁　避難所用は、避難者約22万5千人の2日分、市立学校用は、
児童･生徒3万6千人の2日分、児童関連施設用は児童･生徒等約
5千700人の2日分を備蓄することとなる。なお、児童相談所は、
一時保護施設として児童の居宅となる施設になるため、3日分の備
蓄としている。帰宅困難者一時滞在施設用は、使用期限到来に伴い
更新するもので、帰宅困難者約3万9千人の1回分となる。携帯ト
イレの備蓄量については、避難所においては、現在の想定避難者数
をもとに算定しており、発災から2日間は携帯トイレにより対応す
ることを原則としている。今後、被害想定の見直し等により想定避
難者数に変更等があれば、見直しする必要があると考えている。

質問　有効期限に伴う入れ替え費用など、今後の財政的な見直しを
どう立てているか?�
答弁　携帯トイレについては、概ね7年の使用期限があり、将来的
には買い替えが必要となるので、購入に係る財政負担が平準化でき
るよう、計画的な運用を図っていく。
質問　市民の多くは携帯トイレを使った経験がなく、使い方がわか
らない。この点についての認識� 　　
答弁　令和6年度に実施した「かわさき市民アンケート」では、携
帯トイレを3日分以上備蓄している割合は32.1%、災害時のトイ
レの使用方法を知っている割合が34.5%と、啓発が行き届いてい
ない状況。平時から災害時におけるトイレ環境を理解し、携帯トイ
レの設置や使用に慣れておくことが重要であると考えている。
質問　防災訓練や学校教育などで、「実際に使う体験」を取り入れ
ているか？�
答弁　昨年度から、総合防
災訓練などにおいて、トイ
レの使用可否の確認方法等
の訓練を実施するととも
に、家庭での携帯トイレ備
蓄率向上に向けた啓発に取
り組んでいる。今後、防災
関連のイベントなどにおい
て、携帯トイレを実際に手
に取り、経験する機会や、
防災訓練などにおいて、発

災害用携帯トイレについて代表
質問

災初動期におけるトイレ対応の一連の訓練を実施するとともに、児
童、生徒の防災教育の一環として、災害時のトイレ環境を学ぶ取組
を実施するなど、関係局区と連携して取り組んでいく。
質問　移動トイレカーの購入について検討状況は？�
答弁　道路が被災した場合の運搬や、避難所等へ設置後の排泄物処
理のほか、平時における活用方法などの課題もある。まずは、各避
難所へのマンホールトイレの整備を着実に進めるとともに、本年6
月に国の「災害対応車両登録制度」の運用が開始されたことから、
今後、神奈川県が導入するトイレカーを含め、同制度による災害対
応車両の活用について、調整等を進めていきたい。
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発災当初から迅速に使用できるトイレ環境を整えるため、災害用
携帯トイレについて、新たに約96万枚を公的備蓄として調達す
るという議案が提出された。

携帯トイレの備蓄について（「令和7年度 川崎市予算案について」より）

防災訓練にて

マンホールトイレの整備について（令和7年8月総務委員会資料より）

携帯トイレの使用法（川崎市上下水道局 公式Xより）
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（後編）（前編）
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次回議会日程のお知らせ
2025年11月26日～12月22日
スマートフォンで議会中継の視聴が可能です▶

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。


